
　　（歳入歳出予算の補正）
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　　第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，１００千円を追加し、

　　　　　　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，２３５，７９３千円とする。

　　　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

　　　　　　歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

平成２２年度南山城村一般会計補正予算（第１号）

　　　平成２２年度南山城村一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

　　よる。



歳入

補正前の額 補正額 計

1,020,872 2,100 1,022,972

1,020,872 2,100 1,022,972

2,233,693 2,100 2,235,793

歳出

補正前の額 補正額 計

308,208 2,100 310,308

250,772 2,100 252,872

2,233,693 2,100 2,235,793

項款

　　２．総務費

第１表　歳入歳出予算補正

（単位：千円）

（単位：千円）

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計

款 項

　１．地方交付税

　１1．地方交付税
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　１．総務管理費

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計



歳入

歳出

　　２．総務費

歳出合計

歳入歳出補正予算事項別明細書

１．総括

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位:千円）

　１１．地方交付税 1,020,872 2,100 1,022,972

歳　　　入　　　合　　　計 2,233,693 2,100 2,235,793

（単位:千円）

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

308,208 2,100 310,308　　２．総務費

（単位:千円）

歳　　　出　　　合　　　計 2,233,693 2,100 2,235,793

補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源
特定財源

国庫支出金 地方債　 その他
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2,100

2,100


